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■保険料率の改定
　�　後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出などの動向を踏まえて ２年に １度見直されます。また、令和

８年度から、これまでの医療分の保険料率とは別に、子ども・子育て支援納付金分（子ども分）の保険料率が
創設されています。

令和 ８・ ９年度＜医療分＞
		  年間保険料額		  均等割額	 所得割額
		  （賦課限度額85万円）

＝
	（68,700円）

＋
（基礎控除後の総所得金額など×11.79％）

令和 ８・ ９年度＜子ども分＞
		  年間保険料額		  均等割額	 所得割額
		  （賦課限度額2.1万円）

＝
（1,400円）

＋
（基礎控除後の総所得金額など×0.24％）

		  ※年間合計保険料額＝＜医療分＞年間保険料額＋＜子ども分＞年間保険料額

■所得が低い人に対する軽減基準などの見直し
　�　令和 ８年度から、均等割額の ２割軽減、 ５割軽減の対象世帯に係る所得判定基準および、 ７割軽減の軽減割
合は次のとおりです。

２ 割軽減
＜軽減後の均等割額＞

医療分54,900円／子ども分1,100円

【令和 ８年度】
43万円＋57万円×被保険者数＋10万円×（年金・給与所得者数－ 1）以下

５ 割軽減
＜軽減後の均等割額＞

医療分34,300円／子ども分700円

【令和 ８年度】
43万円＋31万円×被保険者数＋10万円×（年金・給与所得者数－ 1）以下

７ 割軽減 ※
＜軽減後の均等割額＞

医療分19,200円／子ども分400円
※令和 ８・ ９年度の医療分は7.2割軽減

【令和 ８年度（変更なし）】
43万円＋10万円×（年金・給与所得者数－ 1）　以下
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